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第１  制御棒挿入性２．２秒以下、は安全上の基準であること 

１ 原決定の認定 

  制御棒挿入時間について原決定は以下のように判示する。  

債権者は、２．２秒を制御棒挿入時間の評価基準値であり安全基準である

と主張するが、債務者の立場に立っても２．２秒は安全性評価の一応の目安

であり、それを超える場合に初めて別段の安全性の確認が必要になるのであ

るから、２．２秒以下であることをもって安全性が確認されたと主張するこ

とが債務者の立場と矛盾するとは考えられない。また国は、２．２秒を安全

評価上の時間であるとしているが、これは債権者の主張する許容値とは意味

が異なるというべきであり、債権者らの主張はあたらない（原決定 p54）。 

２ 問題の所在 

 本件のような人格権に基づく原子力発電所の運転差止訴訟における主張立証

責任については、すでに原審において名古屋高等裁判所金沢支部判決平成２１年

３月１８日判例タイムズ１２７７号３１７頁にもとづいて主張している。すなわ

ち、本件原子炉の安全性について、事業者たる相手方の側において、安全性に欠

ける点のないことについて、相当の根拠を示し、かつ、必要な資料を提出した上

で、主張立証する必要があり、相手方においてこの主張立証を尽くさない場合に

は、住民の生命等の侵害の具体的危険性があることが事実上推認される。そして、

本件原子炉施設が本件安全審査における審査指針などが定める安全上の基準を

満たしているかについて、立地条件、平常運転時の被ばく低減対策、事故防止に

係る安全確保対策、運転段階における安全確保対策において、これらが満たされ

ていることが確認された場合には、本件原子炉に安全性に欠ける点がないことに

ついて、相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上での主張立証を尽くし

たことになる、とされている。本件では、まさに安全性に欠ける点がないか、す

なわち安全審査における審査指針などが定める安全上の基準を満たしているか、

について相手方（債務者）が主張立証を尽くしたか、が判断されなければならな
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い。本件原子炉において制御棒挿入時間２．２秒以下という評価基準値が上記の

安全審査における審査指針などが定める安全上の基準に該当するかどうかが問

題となっている。 

３ 安全審査における審査指針などが定める安全上の基準 

 実用発電用原子炉を設置しようとするものは、主務大臣の許可を得なければな

らない（原子炉等規制法２３条 1 項）。主務大臣は、この原子炉設置の許可申請

が同法２４条１項各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはな

らず（同条１項）、経済産業大臣が上記許可をする場合において、あらかじめ、

同法２４条１項３号（技術的能力に係る部分にかぎる）及び４号に規定する基準

の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない（同条２項）。

この意見聴取の手続が安全審査と呼ばれている。 

 原子力安全委員会は、軽水炉の安全審査に関し、立地については、「原子炉立

地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」、設計については、「発

電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」、「発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針」等、安全評価については、「発電用軽水型原子炉施設の安全

評価に関する審査指針」等、各種の審査指針を定めている。同委員会は、軽水炉

の設置や変更の安全審査においては、当該原子炉施設の安全設計が安全設計審査

指針等に適合していることを確認する必要があり、同指針等に適合していれば、

原子炉施設の安全設計の基本方針に関する評価は妥当なものと判断するものと

されている。 

 上記の各種の審査指針が、上記の高裁判決でいう「審査指針など」に含まれる

ことになる。 

４ 制御棒挿入時間が「安全審査における審査指針などが定める安全上の基準」

の一内容であること・・・安全設計審査指針の停止能力の規定 

 原子炉施設の安全確保として、①止める、②冷やす、③閉じ込める、というこ

とがいわれる。止める、とは緊急時に原子炉を停止させることである。冷やす、
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ということは、停止してもなお熱を発し続ける原子炉を冷却することである。閉

じ込めるとは、万が一事故になったとしても放射能を外部に漏洩させないことで

ある。安全設計審査指針は「止める」について「Ⅴ．原子炉および原子炉停止系」

（指針１２から指針１８）を設け、その中で停止能力については、指針１７、指

針１８をおいている。また「冷やす」については「Ⅵ．原子炉冷却系」（指針１

９から指針２７）を設け、「閉じ込める」については「Ⅶ．原子炉格納容器」の

項などを置いている。 

「止める」については、指針１７、１項は、通常運転時および運転時の異常な

過渡変化時の停止能力、指針１８は事故時の停止能力をそれぞれ規定する。本件

原子炉の制御棒挿入性（２．２秒以下）は、これらの規定により定められたもの

である。 

５ 地震時の制御棒挿入性 

 安全設計審査指針２は 1 項で「安全機能を有する構築物、系統および機器」に

ついて、設計用地震力に十分耐えられる設計であることを求めながら、同２項は、

想定される自然現象から地震を除外している。これは、地震については、別に定

めた耐震設計審査指針にゆだねる趣旨と思われる。 

 旧耐震設計審査指針は、地震時の制御棒挿入性など機器・配管系統などの動的

機能の維持については、必ずしも明確な規定をおいていなかった。しかし制御棒

挿入性（停止能力）については地震時においても同様の機能を有すべきことは当

然と考えられていた。省令６２号２２条において、「運転時の異常な過渡変化が

生じる場合」のほか「地震の発生などにより原子炉の運転に支障が生じる場合」

安全保護装置が、原子炉停止系統等とともに原子炉停止のため機能することを求

めているのはこの趣旨と思われる。原子炉設置の許可に関しては、添付書類八に

制御棒挿入性が仕様として定められ、その制御棒挿入性は地震時にも維持される

ことが求められ、これが満たされることが許可の条件であった。社団法人日本電

気協会電気技術基準調査委員会の原子力発電所耐震設計技術指針（追補版）
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JEAC4601-1991（甲１７１）は、地震時または地震後に動的機能が要求される

設備として制御棒駆動機構をあげている（p200）。 

 なお２００６年（平成 18 年）9 月 19 日改定にかかる耐震設計審査指針（以下

新耐震設計審査指針という）では、制御棒挿入など原子炉緊急停止のための施設

を S クラスに含めた上で（４、耐震設計上の重要度分類 （2）クラス別施設 ①

S クラスの施設 甲 53p61）、「S クラスの各施設は、・・・基準地震動 Ss による

地震力に対してその安全機能が保持できること」とした（６．耐震設計方針（１）

基本的な方針 ① 甲５３ｐ６６）。原子炉緊急停止機能などの動的機器の地震

時機能の維持はこの「安全機能の保持」に含まれる。原子力安全委員会平成２年

8月 30日発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（甲

１７２）は、安全機能を有する機器等を区分し、「原子炉施設の異常状態におい

て、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せしめ、もって一般公衆ないし

従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和する機能を

有するもの」を異常影響緩和系とし（一安全上の区分（二））、安全上の機能別重

要度分類において、原子炉の緊急停止機能をクラスー１．MS－１と分類してい

る（第二表）。すなわち新耐震設計審査指針でいう「安全機能の保持」とは原子

炉緊急停止機能などの動的機器の地震時機能維持を言うものである。地震時の制

御棒挿入性の評価は、設置許可の要件として旧耐震設計審査指針のもとでも従来

からなされていたところ、前記２００６年（平成 18 年）9 月 19 日改定にかかる

新耐震設計審査指針はこれを明記したものである（甲１７３、p.1）。新耐震設計

審査指針に基づいてなされるバックチェックでは、基本的な考え方として、基準

地震動に対する耐震設計上重要な施設の安全機能の保持の観点から行うとし（甲

１７４、p.1），安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価において地震時に動

的機能が要求される動的機器について、動的機能維持評価がなされるとしている

（甲１７４、p.35）。 相手方のバックチェック中間報告書（甲１７５）では、

「6.1 評価方針」で「地震時の動的機能が要求される制御棒（挿入性）について
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動的機能維持評価を実施する」（p.6-1）とし、「6.2.2 動的機能維持（制御棒挿入

性）の評価方法」の項目を設け、制御棒の挿入性については、地震時の挿入時間

が評価基準値以下であることを確認した、としている（6-１．6-４ なお甲２９、

乙 18）。 

大飯３、４号機の変更（設置）許可申請書において、制御棒の挿入時間は２．

２秒以下と記載されており、当該記載事項の範囲において、原子炉施設を設置す

ることについて許可がなされている（甲１７０及び甲１６９の１、２）。当該挿

入時間を変更する場合には、事業者は原子炉等規制法に基づき設置変更許可を受

ける必要がある（甲 109 の３）。 

６ 「評価の目安」との点 

（１）原決定の判示 

 原決定は、平成 17 年 5 号内規及び耐震設計技術指針によると，地震によ

り燃料集合体の相対変位値が制御棒挿入性に影響を与えないと実証されてい

る範囲を超える場合には，安全解析評価上の観点から設定された制御棒挿入時

間を一応の評価の目安として，制御棒の機能維持が判断されるが，仮にその目

安を超えたとしても，過渡解析等により燃料要素の冷却に関する安全性等が確

認されれば，制御棒の地震時動的機能は維持されたものと判定されるというの

であり、本件発電所の場合「安全解析評価上の観点から設定された制御棒挿入

時間」は 2. 2 秒がこれに当たると解されるから，結局のところ， 2. 2 秒は一

応の評価の目安であり，債権者らが主張する許容値には該当しないというべき

である」とする（原判決 p49 以下）。 

（２）原決定の誤り 

 なるほど、平成 17 年５号内規（省令６２号の解釈）の 5 条の部分には、旧

耐震設計審査指針を適用して設置または設置変更が認可された発電用原子力

設備については、旧耐震設計審査指針に適合すること、その具体的な評価方法

は JEAG4601-1991 などによること、との記載がある。すでに述べたように
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JEAG4601-1991 は動的機器の耐震性評価法の項目を設け、その中で地震時

または地震後に動的機能が要求される設備として制御棒ほかをあげている（甲

１７１ p199以下、なおこの部分は相手方提出の乙 39では省略されている）。

すなわち、平成１７年５号内規は、旧耐震設計審査指針の適用にあたり、設置

変更の認可の要件として、制御棒の地震時機能維持を求めていることを認めて

いる。制御棒の動的機能維持は新耐震設計審査指針によって初めて設置許可の

要件として認められたものではなく、旧耐震設計審査指針でも求められていた

ことを平成 17 年５号内規は前提としているのである。 

上記 JEAG4601-1991 は、制御棒の動的機能は、（ｇ）項に示す項目が相対

変位値あるいは目安時間以下であることの確認、若しくは過渡解析等による安

全性の確認をもって地震時の機能維持を満足する、としている（p.367）。こ

れは３段階の基準を示していることになる。相手方は、本件各原子炉について

は、第２段階のものを基準として選択し、地震時の制御棒挿入性２．２秒以下

であることをもって地震時の機能維持を満足するとして許可変更許可申請を

行い、許可を得ている。上記の「地震時にこの値を超える場合」の「過渡解析

等により、燃料要素の冷却に関する安全性等の確認」は、上記設置変更許可申

請時にはなされていない。新耐震設計審査指針設定後のバックチェックにおい

ても同様である。したがって地震時の制御棒挿入性２．２秒以下が、本件原子

炉の設置変更許可の基準とされており、これを満たすことが求められ、これを

超える場合は設置変更許可を取り直さなければならないのである。 

（３）制御棒挿入性２．２秒以下、が安全上の基準であること 

なお、上記 JEAG4601-1991 の「万一、地震時にこの値を超える場合は、

過渡解析等により、燃料要素の冷却に関する安全性等が確認できれば、制御棒

の地震時動的機能は維持されたものと判定する」との記載から、地震時に制御

棒挿入性２．２秒以下が維持できなくても地震時の動的機能が維持されたもの

と判定されうるのではないか、したがって地震時制御棒挿入性２．２秒は安全
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上の基準ではないのではないか、という反論が予想されるので、念のためこれ

に反論する。 

上記 JEAG4601-1991 にそのような記載があることは間違いないが、既に

指摘したとおり、本件では、地震時にこの値を超えた場合の安全性等の確認は、

設置変更許可申請には示されておらず、許可に際して当然のことながらその評

価もなされていない。あくまで制御棒挿入性２．２秒以下という基準に基づい

て設置変更許可の申請がなされ、許可がなされたものである。 

本件差止訴訟の立証責任を含めて考察する場合、まず、制御棒挿入性２．２

秒以下は、前記の「本件安全審査における審査指針などが定める安全上の基準」

である。従ってこの基準が満たされていない場合は、住民の生命などの侵害の

具体的危険が推認されることになる。その場合事業者たる相手方においては、

その具体的危険性がないことについて主張立証することができれば、差止めは

認められないことになる。上記の地震時制御棒挿入性２．２秒を超えた場合の

安全性等の確認、はこの具体的危険性がないことの主張立証に相当することに

なる。本件においてそのような主張立証がなされていないことはいうまでもな

い。 

（４）甲５５における検討 

相手方は、甲 55 における検討は過渡解析を用いたものにほかならない、と

する（抗告審答弁書ｐ１６）。甲 55 の p2 以下では PWR について、制御棒挿

入にかかる安全余裕を全体的に把握する観点から、１）初期条件に関して、原

子炉出力、一次冷却材平均温度、原子炉圧力等の誤差、出力分布、炉心流量、

圧力損失等について、２）事象進展解析に関して、流量低下率、反応度係数、

トリップ信号を生じさせる事象の発生時期、トリップ信号発生までの応答時間、

制御棒挿入時間、添加反応度曲線等について、考慮されている余裕を確認した

としている。これは、地震とは無関係な設計基準事故の一つである蒸気発生器

伝熱管破損事故について、他の解析条件はそのままにして、制御棒挿入時間と
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いう条件だけを延ばせば結果にどのような影響が及ぶかを解析したものであ

る。 

しかしながら、今安全上の基準との関係で問題となっているのは、地震時の

動的機能の確認である。上記 JEAG4601-1991 の記載は、「万一、地震時にこ

の値を超える場合は」とあるように、地震時の制御棒挿入についての過渡解析

等がなされることを求めるものである。地震時は地震動によりさまざまな機器

について破損、故障、さらに破損・故障にいたらなくてもその機能への影響も

考えられる。上記の甲 55 における検討は、地震動を想定しておらず、地震と

はまったく無関係なことから、上記 JEAG4601-1991 の記載が求める安全性

などの確認には当たらないのである。 

７ 結論 

 地震時の制御棒挿入性は、旧耐震設計審査指針でも原子炉設置許可の要件の一

つとして考えられ、実務もこれに基づいてなされてきた。平成 17 年内規もまた

この事実を認めている。地震時の制御棒挿入性は、新耐震設計審査指針において

明文でみとめられたが、それは過去の解釈を明文化したものに過ぎない。 

 本件原子炉の制御棒挿入性２．２秒以下は、前記高裁裁判例でいうところの、

「安全審査における審査指針などが定める安全上の基準」であるから、本件にお

いて相手方が相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で主張立証を尽く

したかどうかがまず判断されなければならないところ、原決定はこれを怠ってい

る違法がある。 

 

第２ 本件発電所について，地震発生時における制御棒挿入時間の許容値が2.2秒

と定められていること 

１ 平成２２年１２月６日付原子力安全委員会による耐震安全性評価について

の決定（甲１６９の１ 以下「原子力安全委員会決定」とする。）」について 

（１）相手方答弁書における反論 
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この点，相手方は答弁書６頁において，次のように述べている。 

「上記の原子力安全・保安院及び原子力安全委員会による文書（甲１６９

の１，甲１７０） は，相手方の提出した耐震バックチェックについての報

告書に対するものであり，本件発電所に関し，相手方が制御棒挿入時間につ

いて２．２秒を評価基準値として設定したこと及び制御棒が２．２秒以内に

挿入されることを確認したことについて，それらを妥当なものとして承認す

る旨の記載に過ぎない。そして，相手方が上記報告書において制御棒挿入時

間について２．２秒を評価基準値としたのは，まさに，本件発電所に関して

は，地震時の制御棒挿入時間について２．２秒が「一応評価の目安」に当た

るからにほかならないのである。」 

（２）抗告人ら再反論 

 しかし，ここで問題にしているのは，相手方がどのようなつもりで２．２

秒を設定したかではなく，原子力安全委員会がその内容を承認・決定したと

いう事実の客観的性格，その重みである。 

ア 原子力安全委員会決定に至る経過 

まず，平成２２年１２月６日付原子力安全委員会決定は概略次のよう

な経過を経ている。 

① 平成２０年５月１６日の原子力安全委員会において，同委員会は，

次に述べるような経過で，原子力安全・保安院に対し，指示を行った。 

 「原子力安全委員会は，平成１８年９月１９日，規制行政庁に対し，

同日付けで改訂した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（新耐震指針）等の内容に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安

全性の確認（以下「バックチェック」という。）を行うよう事業者に

要請するとともに，事業者による評価結果について，その妥当性に関

する確認を行った上で当委員会に報告するよう求めた。 

これを受けて，事業者から本年３月までに既設原子力発電所等につい
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て，評価結果が中間報告又は最終報告（以下「中間報告等」という。）

として原子力安全・保安院（以下「保安院」という。）に提出された。

これらの報告の概要について，当委員会は，耐震安全性評価特別委員会

の委員に出席を要請し，事業者等から説明を受けたところである。 

当委員会は，この概要説明を通じ，耐震安全性評価特別委員会委員等

から出された質問・意見等を参考に，現段階において，保安院が中間報

告等の確認を行うに当たって考慮すべき点についてとりまとめ，以下に

示す。 

また，今後は，耐震安全性評価特別委員会において検討を行い，保安

院に適宜その意見を追加的に伝えることとする」。 

  ここでいう「考慮すべき点」は，別紙「耐震安全性の確認において

考慮すべき主要事項」で示され，その中に「・制御棒挿入性の評価方

法，結果，評価基準値との比較」が含まれている。 

② このような原子力安全委員会の指示に基づく検討結果は，平成２２

年１１月２９日付原子力安全・保安院の見解（甲１７０）としてとり

まとめられて，同年１２月２日の耐震安全性評価特別委員会に提出さ

れている。 

③ さらに基本的にその報告書が，耐震安全性評価特別委員会から同年

１２月６日の原子力安全委員会に提出され，次のように原子力安全委

員会決定として承認されている（甲１２９の１）。 

「当委員会は，平成２２年１２月２日に耐震安全性評価特別委員会で

取りまとめられた標記の件について，同特別委員会から報告を受けたと

ころ，審議の結果，これを妥当なものと認め，決定する」。 

イ 原子力安全委員会決定の意味と意義 

 このように原子力安全委員会は自らが課した耐震バックチェックに

関し，規制行政庁による具体的な評価内容を妥当なものとして承認した。 
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その中には，「制御棒挿入性に関する評価基準値については，安全評

価の解析条件である制御棒クラスタ落下開始から全ストロークの８

５％挿入までの時間２．２秒を制御棒挿入性に関する評価基準値（規定

時間）とする」（甲１７０，３７頁）が含まれており，さらに制御棒挿

入時間の評価値２．１６秒がその規定時間を満たしていることの確認も

含まれている。 

 原子力安全委員会は，当時，原子力安全を評価判断する最高の位置に

あり，原子力安全設計審査指針や耐震設計審査指針等の安全評価指針類

はすべて原子力安全委員会決定によって設定されている。それゆえ，個

別の発電所の耐震性に関する評価についても，原子力安全委員会決定で

ある以上，勝手に覆していいというような性格のものではない。 

 それゆえ，１２月６日付原子力安全委員会決定を踏まえる以上，もし

相手方が２．２秒を超えて制御棒挿入時間を増やしたいというのであれ

ば，そのような趣旨の報告書を提出し，原子力安全委員会（現在では原

子力規制委員会）の決定を改めて受け直す必要があるのは明白である。 

そのような意味で，２．２秒はすでに現時点では相手方の思惑を超え

て単なる目安ではなく，実際に基準値（規定時間）となっていることは

明らかである。 

 

第３ ３連動の地震が発生した場合、大飯３・４号機において２．２秒以内に制御

棒が挿入されるとの疎明はされていないことについて（争点２－２） 

 抗告人らは、２０１３（平成２５）年５月１０日付即時抗告理由書第３（１４頁

以下）において、原審で相手方は大飯３・４号機について、３連動の地震が発生し

た場合制御棒が２．２秒以内に挿入されるとの疎明はなされていない旨を主張した。

この点について、相手方の平成２５年５月３１日付答弁書を踏まえ、理由を補充す

る。 
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１ 相手方の答弁書における主張の要旨 

（１）「相手方は、３連動・・・・の場合の制御棒挿入時間が２．２秒以内で

あることにつき、解析手法及びその選択基準，並びに３連動の場合の制御

棒挿入時間についての算定方法及び算定結果等の点から詳細に説明した」

（１１頁）。 

（２）抗告人らが示した２．３９秒は、応答倍率法とは異なる「非常に簡略な

計算方法」で、全周期に渡る最大比率１．４６倍を用いている。しかもす

でに応答倍率法で計算した２．１６秒を基礎にしているため、いわば２重

に簡略な方法を用いている（１２頁）。２．３３秒も同様に「非常に簡略

な計算方法」に基づいている（１３～１４頁）。 

（３）応答倍率法は時刻歴解析法より精度において落ちる（１３頁）。 

（４）原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の解析は、「国内の原子力発電所の制

御棒挿入性に関して広く参考にするために行われたものであって，そこで

前提とされた地震動等の諸条件は，本件発電所用に設定されたものではな

い」（１４頁）。 

（５）国の審査の有無に関する主張について、「１．８８秒については，その

数値自体についての審査は未了であるが，その数値を算定した手法である

時刻歴解析法は，相手方の他の発電所において既に用いている手法であり，

国の審査を受け，妥当性の確認を得たものである(乙３４、４５～４６頁)」

（１５頁）。「２．１６秒が国の審査済であるから正確であり，１．８８秒

が国の審査未了であるから正確ではないとの抗告人らの主張は，全く妥当

しない」（１５頁）。 

２ 相手方の主張に対する抗告人らの反論 

（１）３連動する場合の制御棒挿入時間について、相手方は如何なる説明・疎

明をしたか 
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ア 原審において、相手方は時刻歴解析法によるという１．８３秒につ

いては、何の書証も出しておらず。つまり何の説明もしていない。に

もかかわらず、原決定はこの１．８３秒という結果について「特に疑

問を挟むべき点は見あたらない」として、その妥当性を簡単に認定し

ている（原決定５７頁）。原決定はいかなる根拠でこの値が妥当であ

ると判定したのだろうか。 

イ １．９９秒は、基準地震動（２連動７００ガル）Ｓｓにおいて時刻

歴解析法で導かれたという１．８８秒を基礎にして、倍率をガル数比

１．４６倍にとるという方法で導かれている。ところが、肝心の１．

８８秒が具体的にどのようにして導かれたかが説明されていない（こ

の点は後述）。 

ウ ２．０４秒はＳ２（４０５ガル）においてスペクトルモーダル解析

法で導かれた１．９２秒を基礎にし、それに倍率１．４４３を用いて

導かれている。この場合の倍率１．４４３は、乙４３号証で説明され

ているが、奇妙なことに２連動の場合の倍率１．８６７（乙１８号証

９頁）と比べて非常に低い値になっている。なぜこのような低い値に

なるかは、床応答スペクトルの評価に依存するが、次図に見るように、

床応答スペクトルは特に短周期において３連動の方が２連動Ｓｓ－

１より全体的に低い値になっている。なぜ、このように常識に反する

結果になるのか、この肝心な点の説明が皆無である。 
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エ 以上まとめると、原審において相手方が制御棒挿入時間として出し

てきた値は、どの値についても、その値が妥当だと判断できるだけの

資料が提示されていない。これでどうして、これらの値が妥当だと判

断できるのか。これでは疎明したことにならない。 

（２）ガル数比を倍率にとる方法は「非常に簡略な計算方法」であるがゆえに

信頼できないのか 

ア まず、ガル数比を倍率にとる方法は、国で承認された２連動２．１

６秒を導く応答倍率法に比べて控えめの値になることを示しておく。

通常の応答倍率法では、乙１８号証９頁で示されているとおり倍率は

１．８６７であり、それを用いて制御棒挿入時間２．１６秒が導かれ

ている。これに対しガル数比は７００／４０５＝１．７２８となって

１．８６７より低い。つまりガル数比を用いる「非常に簡略な計算方

法」では、少なくとも従来の２連動評価については、応答倍率法ほど

保守的な（高い）値をとっていないことがわかる。 

イ 次に、「非常に簡略な計算方法」では、制御棒挿入時間の遅れ分

（地震なしのときとの差）がガル数に比例する（線形的）という

仮定に立っている。この仮定が妥当だと広く認められていること

は次の点から明らかである。 
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（ア）相手方が福井県原子力安全専門委員会に提出した資料「制御

棒挿入性評価について」１９頁において、相手方自身がＪＮＥＳ

の試験に基づく実機解析結果に次のコメントを加えている。「実

機プラント条件に対する詳細解析（時刻歴解析）により、５．０

Ｓ２（２３６５ｇａｌ相当)まで、ほぼ比例で挿入時間が増加する

ことが確認された」（乙１８）。 

（イ）原子力安全・保安院は甲１３９号証添付－３「制御棒挿入時

間遅れの地震加重に対する線形性について」（２７頁）において、

やはりＪＮＥＳによる試験・解析結果に基づいて、次のように結

論している。「以上から、大飯３，４号機における２×Ｓｓ（１

４００ｇａｌ）の地震入力レベルの挿入遅れ時間については、Ｓ

ｓによる評価結果からほぼ線形的に増加するものと推定される」。 

 つまり、これらの線形性を認める見解はいずれも、ＪＮＥＳにお

ける試験結果をベースにして出されているものであり、けっして

単なる推測ではない。 

（３）時刻歴解析法は詳細な解析方法であるがゆえに信頼性が高いのか 

 まず、簡単な事実を指摘すれば、同じ２連動のＳｓ（７００ガル）のと

き、同じ時刻歴解析法を用いても制御棒挿入時間として、相手方は１．８

８秒を導いているが、ＪＮＥＳの結果では約２．２９秒となって２．２秒

さえも上回る。この違いはおそらく、相手方が答弁書１４頁で述べている

とおり、地震動等の諸条件が異なることに起因するのであろう。 

 つまり、同じ時刻歴解析法であっても、制御棒挿入時間の評価値は、ど

のように地震動を想定するか等に依存して決まるのである。時刻歴解析法

の概略は乙１８号証１１頁で示されているが、まず、３種類の地震抗力（制

御棒駆動装置、制御棒クラスタ案内管、燃料集合体制御棒案内シンンブル

が地震によって制御棒落下時に及ぼす抵抗力）をどう想定するかが問題と
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なる（運動方程式を解くのは形式的な手続きで決まる）。それら抵抗力は、

それらがよって立つ床の地震応答スペクトルに依存する。さらに床応答ス

ペクトルは解放基盤面（その上に何もないと想定した岩盤面）における地

震動をどう想定するかに依存して決まる。本来なら、３連動した場合の「基

準地震動」をどのように想定するかが先に問題になるのだが、それはまだ

想定されていない。 

 今回、相手方が示した挿入時間の評価値は、２連動で１．８８秒、３連

動で１．８３秒という余りにも常識はずれの結果である。３連動の場合の

断層モデルでは、２連動の断層モデル（アスペリティ）と熊川断層の断層

モデル（アスペリティ）をほぼ機械的に並べただけで、連動するという新

たな有機的特性が考慮されていない。いずれにしても、この奇妙な結果の

妥当性が公的に点検されるだけの資料が何も公表されていない。これに比

べれば、ガル数比で求める方法ははるかに確実な公的に認められた根拠を

もっているというべきである。 

（４）国による審査がなぜ必要なのか 

 ２連動の場合の２．１６秒は国の審査を受けているが、１．８８秒は審

査を受けていないことは、相手方は答弁書ではっきりと認めている（１５

頁）。この点は、裁判所が行った相手方に対する求釈明によって確認され

ているが、なぜこのような求釈明が行われたのか、その趣旨が再確認され

るべきである。 

 この点相手方は、「時刻歴解析法は，相手方の他の発電所において既に

用いている手法であり，国の審査を受け，妥当性の確認を得たものである

(乙３４、４５～４６頁)」と述べているが、この主張こそ問題の本質を理

解していない暴論である。他の発電所（美浜１号機）と大飯３・４号機と

では想定される地震動が異なり、建屋が異なり、制御棒駆動装置等も異な

るのである。時刻歴解析法という解析手法がすでに確立された方法である
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ことについては抗告人らは異論を唱えていないが、それが適用される条件

の評価が問題になっているのである。 

 ここで肝心な点は、このような評価を行う相手方の立場である。相手方

は地震動を低く評価し、その影響を低く評価することによって経済的利益

を受けるという直接的利害関係者の立場に立っている。だからこそ、国の

専門委員会による審査、場合によれば第３者機関によるクロスチェックが

必要不可欠となるのである。 

 抗告人らは、「１．８８秒が国の審査未了であるから正確ではない」と

主張しているのではなく、１．８８秒や１．８３秒は相手方の利害に沿っ

てわざと低く評価された疑いのある数値であるがゆえに、最低限国の専門

的審査を経ないかぎり信頼すべきではないと主張しているのである。この

ような国の審査が未了である限り（そして、現時点でも国の審査が未了で

あることは、２０１３年６月２１日に行われた原子力規制庁と市民との交

渉でも明らかになっている。甲１７６の２、１頁）、実際に国の審査です

でに確定された２連動時の２．１６秒をベースにして、３連動時の制御棒

挿入性を評価すべきである。 

３ 結論 

 原決定は、立証責任について、相手方（原審債務者）において、まず基準適合

性について相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で疎明すべきである

という規範を立てながら、安全基準適合性の問題であるところの制御棒挿入時間

の問題を、具体的危険性の問題として抗告人らに主張疎明責任を負わせたところ

に誤りがある。そして、これまで述べてきた通り、３連動の地震が発生した場合、

大飯３・４号機において２．２秒以内に制御棒が挿入されるとの疎明は相手方に

おいてしていないのであるから、原決定の立てた規範によれば、大飯３・４号機

の安全性が確保されず、深刻な災害を引き起こす危険性があることが事実上推認

されるというべきである。 
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第４ Ｆ－６破砕帯が「耐震設計上考慮する活断層」と認定すべきであること 

１ 活断層の認定基準（耐震設計審査指針等における認定基準） 

 大飯原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合の第３回評価会合

が，平成２５年１月１６日に行われたが，依然，Ｆ－６破砕帯が活断層であるか

否かの結論は出ていない。 

 しかし，地質学的にＦ－６破砕帯が活断層であると断言できるか否かは，本件

においては，大きな問題ではない。 

改めて，活断層の認定基準についてみるに，「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針（２００６年）」（甲９６ ４頁）においては「考慮する活断層とし

ては，後期更新世以降 1の活動性が否定できないものとする」と記されている。

また，安全審査の手引き（「発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の

手引き２０１０年」（甲１４３）においては，活断層の認定に関し，「活断層が存

在する可能性が推定される場合は，～安全側の判断を行うこと」，「後期更新世以

降の累積的な地殻変動が否定できず，～断層運動が原因であることが否定できな

い場合～耐震設計上考慮する活断層を適切に想定する」と明確に記されているの

である。 

 すなわち，Ｆ－６破砕帯が地質学的に異論なく活断層であると認定することが

できなくとも，Ｆ－６破砕帯が活断層である可能性が否定できなければ，本件に

おいては，Ｆ－６破砕帯は耐震設計上考慮する活断層であると認定すべきである。 

２ 原子力規制委員会による敦賀発電所敷地内破砕帯の活断層の認定 

（１）はじめに 

  原子力規制委員会は，平成２５年５月２２日に行われた原子力規制委員

会本会議第７回会合において，上記の耐震指針等を厳格に適用し，「敦賀

発電所２号炉原子炉建屋直下を通るＤ－１破砕帯については後期更新世

以降の活動が否定できないものであり、したがって、耐震指針における「耐

                                       
1 約１２万年前以降 
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震設計上考慮する活断層」である。」旨判断し，Ｄ－１破砕帯を耐震設計

上考慮すべき活断層であると結論付けた。 

  以下，原子力規制委員会本会議に先立って行われた有識者会合及び原子

力規制委員会本会議での委員らの発言につき詳論する。 

（２）平成 25 年 5 月 15 日実施の敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識

者会合第 5 回評価会合 

上記評価会合において，名古屋大学の鈴木康弘教授は，活断層の認定基

準につき，次のように述べる。 

「３つ目は、これまでの原発耐震審査指針などが規定してきた活断層の定

義に関する徹底ということでありました。具体的には、今日も議論になり

ましたけれども、活断層とは後期更新世以降に活動したものというふうに

定義されているんではなくて、その可能性が否定できないものというふう

に定められているということを尊重しなくてはいけないということや、安

全審査の手引にも調査結果の精度や信頼性を考慮した安全側の判断をせ

よということが明確に求められていて、安全側の判断という点については

いかがなものかという御意見も先ほどもありましたけれども、それは基本

的に調査結果の精度、あるいは信頼性ということを吟味して、どこまで言

い切れるかということを慎重に考えなさいということであって、こういっ

た点についても重要だというふうに思われたわけですが、実際今回そうい

った趣旨での評価ができたんではないかと思っています。」（甲１７７ ２

７～２８頁 下線部筆者） 

（３）平成 25 年 5 月 22 日実施 原子力規制委員会本会議第 7 回会合 

   以上の有識者会合の結果を受けて，かかる本会議において，委員ら

が，耐震指針等を厳格に適用すべく以下の発言を行っている。 

 ・「○小林安全規制管理官（地震・津波安全対策担当）…耐震指針、こ

れは平成１８年９月に設定されたものでございますけれども、活断層の認
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定についての記述がございます。アンダーラインが引いてございますよう

に、「耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世以降の活動が否定

できないものとする。」となってございます。特に１８年９月の指針の制

定時には、実は当初の原案は、後期更新世以降の活動が認められるものを

耐震設計上考慮する活断層とするとなっておりました。認められるものと

した場合には、いわゆるデータ不足の場合、耐震設計上考慮する活断層が

なくなってしまうこともございますので、この当時の議論として、このよ

うなことがないように、信頼性、説明性の観点から、最終的には後期更新

世以降の活動が否定できないものを耐震設計上考慮する活断層とすると

改めて制定されてございます。」（甲１７８の１ １１頁 下線部筆者） 

 ・「 ○島﨑委員長代理…小林さんが先ほど言われた「耐震設計上考慮す

る活断層」ということで、「後期更新世以降の活動が否定できないものと

する。」という表現になっている。否定できないもの、普通だったら、活

動が認められるものだとか、そう書くべきところだと思うのに、わざわざ

「否定できないものとする。」という言い方をしている。あるいは、その

後の安全審査のときでも、「安全側の判断を行うこと。」というのは繰り返

し書かれている。」（甲１７８の１ １５頁 下線部筆者） 

このような議論の結果，下記の「敦賀発電所敷地内破砕帯の評価につい

て」は了承された。そこでは，事業者がこの評価を覆す場合は，以下のよ

うに「追加調査等によって“後期更新世以降の活動を否定する”客観的な

データを揃えること等が必要である。」と強調している。 

 ・「今回の評価は、有識者会合として、現在までに得られたデータ等

をもとに「敦賀発電所２号炉原子炉建屋直下を通るＤ－１破砕帯について

は、後期更新世以降の活動が否定できないものであり、したがって、耐震

指針における「耐震設計上考慮する活断層」である。」旨判断できるとし

たものである。今後、新たな知見が得られた場合、必要があれば、これを
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見直すこともあり得るが、その際には、追加調査等によって“後期更新世

以降の活動を否定する”客観的なデータを揃えること等が必要である。」

（甲１７８の２ ３頁 下線部筆者） 

以上のように，原子力規制委員会は，耐震指針等を厳格に適用すべきと

のコンセンサスのもとに，敦賀原発 2 号炉原子炉建屋直下を通るＤ－１破

砕帯について，「後期更新世以降の活動が否定できない」ものとして，こ

れを耐震設計上考慮すべき活断層であると結論付けているのである。 

（４）小括 

以上のとおり，原子力規制委員会は，耐震指針等を厳格に適用し，敦賀

原発 2 号炉原子炉建屋直下を通るＤ－１破砕帯について，これを耐震設計

上考慮すべき活断層と認定している。 

同様に，大飯原発敷地内Ｆ－６破砕帯についても，これが活断層である

可能性が否定できない現状においては，耐震指針等にのっとり，耐震設計

上考慮すべき活断層と認定すべきである。 

以下，上記Ｆ－６破砕帯が活断層である可能性が否定できないことにつ

き，論じる。 

３ 大飯原発敷地内Ｆ－６破砕帯が活断層である可能性が否定できないこと 

（１）「大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合」等においても，

Ｆ－６破砕帯が活断層であることを否定する見解が存在しないこと 

ア はじめに 

原子力規制委員会に，大飯原発敷地内のＦ－６の調査を目的とし

た「大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合」（以下「有

識者会合」とする。）が組織されたが，その有識者会合においても，

下記のとおり，Ｆ－６破砕帯が活断層であることを否定する見解は存

在せず，Ｆ－６破砕帯は，活断層である可能性が否定できないのであ

る。 
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イ 第１回評価会合（平成２４年１１月４日） 

  第１回評価会合では，同年１１月２日に行われた現地調査に参加

した専門家による調査結果の分析が行われ（甲１４５），Ｆ－６破砕

帯の北側に位置する台場浜付近で行われたトレンチ調査の結果，地層

のズレ（逆断層）が見つかった（甲１５１ ５頁）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

そのズレについて，評価会合で議論がされ，渡辺満久教授は，「こ

こには明らかな活断層が存在する」と結論付けた。 

 また，この日の会合では，島崎委員長代理が，台場浜の地層のズレ

について，「１２万５０００年前ごろに出来たと思われる海成段丘面

がずれている。その原因としては、活断層によるもの、あるいは、地

すべりの可能性が考えられる。このことに関しては皆さんが一致され

た結論である」（甲１４５ ４９頁）とまとめて終了した。 

ウ 第２回評価会合（平成２４年１１月７日） 

 第２回評価会合においても，Ｆ－６破砕帯が活断層であることを否

定する証拠はなんら示されることもなかった（甲１４６）。 
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 また，渡辺満久教授は，「活断層ではないとおっしゃった方は１人

もおられなかったんですよ。」と述べている（甲１４６）。 

エ 第１１回原子力規制委員会（平成２４年１１月１４日） 

 平成２４年１１月１４日に開かれた委員会では，島崎委員長代理が，

２回の評価会合を踏まえた共通認識を報告した（甲１４７）。 

 その内容は，「既に前回の委員会で御報告いたしましたが，関西電

力の追加調査によりまして，台場浜トレンチで地層のずれが見出さ

れました。これは１２万年ないし１３万年前のものであることがわ

かっております。これが活断層によるものなのか，あるいは活断層

と考えてもよろしいんですが，地すべりの可能性もあるということ

で，一致した結論にはならなかったわけでございます。」（甲１４７  

３頁）というものであり，①台場浜トレンチで確認されたズレは，

１２万から１３万年前頃にできたものであること②ズレの成因は，

活断層と考えてもいいが，地滑りの可能性もある，という点が確認

されている。 

（３）小括 

以上のように，Ｆ－６破砕帯が活断層である可能性が否定できないこと

は事実であり，そのような状況下においては，「発電用原子炉施設の耐震

安全性に関する安全審査の手引き（甲１４３）」を厳格に適用し，敦賀原

発での判断と同様に，Ｆ－６破砕帯は耐震設計上考慮する活断層であると

判断すべきである。 

そうすると，耐震設計上考慮する活断層であるＦ－６破砕帯の直上に耐震

設計上の重要度分類Ｓクラスである非常用取水路が設置されている現在

の大飯原発３号機，４号機は，耐震安全性に関する安全審査の基準をクリ

アしておらず，「技術基準に適合」しているとはいえないことは明らかあ

る。 
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４ 結論 

  原決定は，「現段階ではＦ－６破砕帯が活断層に該当すると認めるに足りる疎明

はない」として，抗告人らの主張を理由がないものとしている（原決定６５頁）。 

  しかし，抗告人らがこれまで主張してきたように，原決定は，活断層の認定に

つき立証疎明責任の判断を誤っている（即時抗告理由書１８頁～２２頁）ことに

加えて，耐震設計審査指針等における「耐震設計上考慮すべき活断層」の認定基

準の理解を誤っている。このことは，前述したように，原子力規制委員会が敦賀

発電所２号炉原子炉建屋直下を通るＤ－１破砕帯を耐震設計上考慮すべき活断層

であると結論付けたことからも明らかである。 

以上のとおりであって，原決定が，Ｆ－６破砕帯を耐震設計上考慮すべき活断

層であると認定しなかったことは，明らかに誤っている。 

 

第５ 津波による具体的危険性があるか（争点４）についての原決定の誤り 

１ 原決定の立てた主張立証責任についての規範と、津波についての原決定の判

断の齟齬 

（１）抗告人らが即時抗告理由書で述べた通り、主張立証責任に関して、原決

定は概ね、伊方原発最高裁判決（平成４年１０月２６日）以来、多くの原

発裁判において採用されてきた基本的な考え方に立った規範を立ててい

るといえる。その規範定立の理由付けの当否は措くとして、その規範によ

れば、まず相手方（原審債務者）の側において、安全性に関する審査のた

めの安全設計審査指針、耐震設計審査指針、安全評価審査指針等の基準が

現在の科学技術水準に照らして合理的なものであり、かつ本件発電所がこ

れを満たしていることについて主張疎明する必要があるというのである。 

（２）津波については、耐震設計審査指針（甲５３）において、「地震随伴事

象に対する考慮」という項目の中で「施設の供用期間中に極めてまれでは

あるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施
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設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」として（甲５３、

７４頁）、原子炉ごとに発生する可能性がある津波を想定することと、そ

の想定津波によって施設の安全機能が重大な影響を受けないように設計

することが求められている。すなわち、地震随伴現象としての津波に対す

る考慮は安全基準適合性の問題である。 

（３）ところが、原決定は、津波の争点について自らの立てた規範を逸脱し、

津波にかかる耐震設計審査指針について格別の検討を加えることなく、ス

トレステストの結果からクリフエッジである１１．４メートルを超える津

波の襲来する可能性を具体的危険性との関係で検討しているに過ぎない

（原決定６６頁以下）。 

（４）原決定が立てた規範によれば、津波の争点についてもまずは相手方（原

審債務者）において耐震設計審査指針の求める「施設の供用期間中に極め

てまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波に

よっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」と

いう点について主張疎明責任を負わすべきところ、抗告人ら（原審債権者

ら）に具体的危険性の主張疎明責任を負わせた点に齟齬があり、誤ってい

る。 

２ 相手方の津波調査の妥当性は、本件発電所の「Ｔ．Ｐ．＋２．８５ｍ」とい

う設計津波高さとの関係でまずは問題になること 

（１）相手方は、原審における平成２４年６月２９日付主張書面において、耐

震設計審査指針に基づく津波対策について述べ（３３頁以下）、文献調査、

津波影響調査により本件発電所の設計津波高さがＴ．Ｐ．＋２．８５ｍで

あるとしている（同主張書面３６頁）。また、平成２５年１月１８日付相

手方（原審債務者）主張書面において、平成２４年１２月１８日発表にか

かる津波堆積物調査の結果を援用して相手方の想定の妥当性について述

べている（同主張書面２４頁以下）。 
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   それに対して、抗告人らは、申立書においてルイス・フロイスの『日本

史』や『丹後国風土記 残欠』の記述などを元に、相手方の津波調査の不

十分さを指摘し、また原審における平成２５年１月２８日付主張書面（９）

で、相手方らによる津波堆積物調査の問題点について指摘し、また日本地

震学会における石橋克彦氏らの発表を元に、相手方の津波の検討が不十分

であることを主張した。 

（２）原決定は、抗告人らが指摘する古文書については、信頼性が乏しいとし

て排斥し、津波堆積物調査の結果や石橋克彦氏らの学会発表については、

クリフエッジである１１．４メートルを超える津波の存否との関係で、そ

の主張を排斥した。 

（３）しかし、前記の通り、本件発電所の津波対策は、耐震設計審査指針に基

づく安全基準適合性の問題である以上、まずは「Ｔ．Ｐ．＋２．８５ｍ」

という設計津波高さとの関係で、その妥当性が問われなければならない筈

であり、原決定はその点で誤っている。 

３ 古文書の信頼性についての原決定の誤り 

（１）原決定は、抗告人らが指摘する古文書のうち、ルイス・フロイスの『日

本史』について、「一方、天正年間については，債務者ら三者による調査

によれば，フロイスによる「若狭の長浜」における記載とほぼ同じ内容で，

津波の発生箇所を「近江の長浜」とする文献があり，滋賀県長浜市には天

正地震により琵琶湖の湖底に沈んだ町の遺跡があるのに対し，福井県及び

若狭湾岸の市町村史誌には天正地震に関する記載はなく，若狭湾沿岸域の

市町に存在する神社に対する聞き取り調査でも津波が襲来した記録がな

かったことが認められる（乙５）。原子力安全・保安院は，平成２３年１

２月２７日に開催された地震・津波に関する意見聴取会において，債務者

ら三者の上記文献調査及び聞き取り調査の結果を提出したが，これらの調

査結果に対して，委員からは特に異論は無かった（乙６）。」として、その
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信頼性を否定している。 

（２）ア しかし、「委員から特に異論は無かった」のは平成２３年１２月２

７日に開催された地震・津波に関する意見聴取会だけの話であって、

後日の意見聴取会で委員より疑問が呈されている。すなわち、平成２

４年６月２２日の第１７回地震・津波に関する意見聴取会（議事録：

甲１６７）では山本博文委員から、以下のような疑問が出されている。 

「○山本委員 …それから、最後、ルイス・フロイスの文献の件なの

ですけれども、滋賀県の長浜の水没の件、地震によって水没したので

はないかという話なのですけれども、私も記憶が確かではないのです

けれども、ルイス・フロイスにそういうふうに書いてある、それは確

かだと思うのですが、その後で、また別の若狭の長浜では、こういう

津波が来たというような記載になっていたかと思います。ですから、

この長浜と、津波が押し寄せた長浜が、素直に読めば違う長浜のよう

に読めるのですが、その辺り、確認をお願いしたいと思います。」（甲

１６７、１９頁） 

「○小林耐震安全審査室長 長浜の件でございますが、６６ページを

御覧いただきたいのですけれども、前回、この天正津波の御説明をし

たときから大分時間がたっておるのですけれども、その後、いろいろ

な方々に意見を聞こうと思ったのですけれども、取り急ぎ、地震予知

総合研究会の松浦先生のところにお邪魔して、古文書の解釈を聞いて

まいりました。６６ページの右上に書いてございますように、フロイ

スが若狭に行ったことはないのではないかということを言われてい

ます。伝聞で話をまとめているので、信頼性はどうなのかなというコ

メントはいただいています。ただ、今、山本先生がおっしゃったよう

なこともありますので、引き続き、いろいろな方々の御意見を聞いて

いきたいと考えてございます。」（甲１６７、２０頁） 



 - 29 - 

イ ルイス・フロイスの『日本史』では、「若狭の国には海に沿って、

やはり長浜と称する別の大きい町があった。」と、若狭の長浜は近江

の長浜とは別であることをはっきりと意識した記載になっている（甲

３１，１９８頁）。前述の山本委員も「素直に読めば違う長浜のよう

に読める」と疑問を呈している。なお、このとき小林室長は「取り急

ぎ、地震予知総合研究会の松浦先生のところにお邪魔して、・・・・

フロイスが若狭に行ったことはないのではないかということを言わ

れています」と信憑性を低めるようなことを言っているが、元々、フ

ロイス自身が「ここでは、それらの目撃者たちが後日、司祭たちに語

った主なことだけを述べることにする。」（甲３１、１９７頁）と、「若

狭の長浜」のみならず「近江の長浜」に関しても伝聞であることは原

文に記載しているのであって、そのことはフロイスの記述の信憑性を

低めることにはならない。 

ウ なお、外岡(とのおか)慎一郎氏（敦賀短期大学）は、フロイスの記

載が伝聞情報であっても信憑性があることについて以下のように述

べている（甲１７９） 

「近江長浜の被災については・・・・「天正地震」の液状化で琵琶湖に

沈んだとされる湖底遺跡の調査結果が裏付ける。美濃大垣城の被災に

ついては、・・・・大垣城の崩壊が記録され、フロイスの記した伝聞

情報の信憑性を支える。」「イエズス会宣教師たちの活動報告は写本や

刊行物として広く読まれ、日本にいる宣教師や信者たちにもフィード

バックされる性格を持っていたから、根拠や実体のない記述がはびこ

る機会は少ない。また宣教師たちの報告は、文字通り上司への報告で

あると同時に、イエズス会という組織のなかで情報共有し、それぞれ

の立場で布教活動にいかしていくことを目的として作成されていた

から、その意味でも情報の確かさは担保されなければならなかった。」
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（甲１７９、７頁）。 

（３）以上のように、原決定は、抗告人らが指摘した古文書について安易に信

用性を認めず排斥しており、誤っている。相手方は、本件発電所の設計津

波高さの評価にあたって、フロイスの記述にある天正地震津波を想定して

いないので、不適切であるというべきである。 

４ 津波堆積物調査についての原決定の誤り 

（１）原決定は、相手方らの津波堆積物調査について「債務者ら三者が行った

津波堆積物調査はその調査方法、評価方法とも特段問題はないと評価でき

るところである」（原決定６９頁）として、抗告人ら（原審債権者ら）が

指摘した問題点を排斥した。 

（２）しかし、原審裁判所の判断は、以下の点において誤っている。 

抗告人らが原審で指摘したように、そもそも津波痕跡調査は、過去に津

波があったからといって必ず痕跡が見つかるものではない（原審における

平成２５年１月２８日付債権者ら主張書面（９）、１８頁、甲１６５、２

１～２２頁）。むしろ、第２次調査で「猪ヶ池」から津波堆積物の痕跡が

出たことにより、過去に５ｍを超える津波が発生していた可能性が高まっ

た。 

また、相手方らの第２次調査については調査方法、評価方法に対して専

門家の評価はなされていない。決定では「猪ヶ池（福井県敦賀市）につい

ては，津波堆積物の指標となりうる砂層が見られ，これは猪ヶ池がつなが

っていた海から運ばれてきた可能性があり，高波浪又は津波が成因の可能

性があった。債務者ら三者は，津波があったとしても，三方五湖周辺や久々

子湖東方陸域に津波堆積物を形成しない程度であったと考えられ，また，

現在の津波予想を超えるものではないことが確認できるとしているとし

て，原子力規制委員会に上記の評価結果を提出した（乙４８）。」（原決定

６８～６９頁） 
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相手方ら三者が上記の評価結果を原子力規制委員会に提出したのは事実

だが、それについては何ら審議されていない。決定のように提出されたこと

をもってその結論を事実かのように認めてしまうならば、すでに１次調査の

時点で、「痕跡はなかった」ということがまかり通り、猪ヶ池の調査もなさ

れず、津波の痕跡は見逃されてしまったことになる。相手方らの調査結果に

対して、委員から指摘されなければ、痕跡は発見されなかったことを関電ら

は真摯に受け止めて慎重に判断すべき立場なのに、猪ヶ池以外で痕跡がなか

ったことをいいことに、敦賀半島以外で痕跡を残さないほど大きくなかった

という結論を導き出すのは危険な考え方であり、それを認めた決定には大き

な誤りがある。 

５ 相手方は、本件発電所について「想定することが適切な津波」を想定し尽く

していないこと 

（１）福井県は、「東日本大震災を踏まえ、県内沿岸市町が津波対策の参考と

するための基礎的資料として、県独自で津波高や浸水深の計算（津波シミ

ュレーション）を行いました」としてシミュレーション結果を公表してい

る（甲１８１）。このシミュレーションは、 

「○日本海西部に発生する津波については、国による断層調査が実施されて

いないため、詳細な地形データや、過去の地震の活動履歴等が不明であり、

地震の規模や発生確率についても明らかになっていない。 

○このため、津波シミュレーションは、国が調査結果を示すまでの間の措置

として、県が独自に断層モデル等の条件設定を行い、実施したものである。」 

と調査の不十分という限定条件付きの結果ながら、原発の立地しているおお

い町大島付近で最高５．０１ｍと大きな津波を予測している。 

 この結果は、これまでの大飯原発の基準津波高２．８５ｍを大きく超える

ものとなり、４ｍ以上という石橋克彦氏らの学会発表（甲１６８）とも整合

する。 
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（２）大飯３・４号機の現状評価書（甲１８１）では、原子力規制委員会から

福井県による津波想定における波源断層が、海底地すべりを想定している

位置に近いため、これらの組合せによる影響を考慮した検討を求め、これ

を受けて、相手方は、福井県による津波想定における地震による津波と海

底地すべりによる津波の組合せについて検討を実施し、評価地点の一部に

おける最大水位上昇量は、福井県による津波想定における地震による津波

より大きくなるとの評価を示した旨の記載がある（１６頁）。 

（３）また、現状評価書には「海底地すべりの位置や地震と地すべりの発生の

時間差等については不確かさが大きく、新規制基準施行後審査においては、

この点を考慮した、想定すべき基準津波について確認することが必要であ

る。」という記載があり（甲１８１、１６頁）、原子力規制庁の江頭基・管

理官補佐（地震・津波安全対策担当）も、２０１３年６月２１日に行われ

た市民との交渉の席で、「なかなか位相の組み合わせって難しいところが

ございまして」と、津波想定の難しさを認めている（甲１７６の２、８頁）。 

６ 結論 

このように、相手方は、大飯３・４号機における津波の想定について天正地震

津波や猪ヶ池の堆積物が示唆する過去の津波や、福井県の津波シミュレーション

の結果など、「想定することが適切な津波」を想定し尽くさないまま、Ｔ．Ｐ．

＋２．８５ｍ」という設計津波高さを出しているのであり、「施設の供用期間中

に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波に

よっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」という安

全基準に適合しているとはいえない。 

従って、原決定の立てた主張立証責任に関する規範によれば、大飯３・４号機

の安全性が確保されず、深刻な災害を引き起こす危険性があることが事実上推認

されるというべきである。 

以上 


